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2018年 1月 26日 

西川一誠 福井県知事様 

福井県総務部財産活用推進課課長 様 

サヨナラ原発福井ネットワーク

福井から原発を止める裁判の会 

反原発福井コラボレーション 

原発問題住民運動福井県連絡会 

連絡先：若泉政人　（略）  

【公開質問状】 

私たち宛に出された今年 3 月 31 日付の公文書について再度回答してください 

昨年 11 月 24 日、7 月 10 日に私たちが知事、県財産活用推進課長宛に提出した公開質問

状に対する回答を、同課長から面談にて受けました。

面談の回答を受け、新たに質したい点が出てきましたので再質問いたします。

なお、回答は 2 週間をめどにお願いいたします。 

【質問項目】

1. ＜市民活動自粛の行政指導は可能か＞

福井県は、日本国憲法 21 条「表現の自由」及び福井県公安委員会の許可に基づいた私

たちの活動に対し、控えるよう「行政指導（福井県行政手続条例 第２条７）」できる

と考えている、と理解してよいでしょうか。

2. ＜快適な通行環境の判断＞

①要請文にある「快適な通行環境」とは、具体的にどのようなことなのでしょうか。

②要請文発出のもととなった苦情のほか、昨年 4 月 21 日に私たちが最初の質問状を提

出したことが報道されて以降、県には「特に不快に感じたことはない」「全く違和感

を感じた事はない」という意見が寄せられたことが情報公開の結果明らかになって

います。通行環境に関して、現在、どちらの意見を優先すべきと考えていますか。

3. ＜苦情の取り扱いの基準①＞

①苦情の内容の取扱いの判断の基準は、時期等などを含めると変わるのでしょうか。

②11 月 24 日、大川課長は、苦情内容が「美観」「不愉快」「音」と一様ではなくとも、

件数が増えたことも要請文発出の理由となったと回答されました。つまり、内容は

異なっていても、件数が増えた結果、苦情と一括して自粛要請を行ったということ



2 
 

です。 
貴課は、2015 年（平成 27 年）9 月 11 日に、苦情に対し「庁舎内や構内道路といっ

た県の敷地ではないので、撤去の指示等をだすことができない」「通行している一般

の方などに危険な様子であれば警察に通報することはできる」と回答しています。 
苦情と時期などを総合的に考慮して要請文発出を決定したと回答されましたが、時

期等を含めると、今後、苦情の取扱いの判断の基準は、今回の「美観」「不愉快」「音」

以外の項目が加わることも想定されるのでしょうか。 
 

4. ＜苦情の取り扱いの基準②＞ 
要請文発出は上記のように総合的な判断したとのことですが、判断基準や方針をあら

かじめ定める必要性についてどのようにお考えでしょうか。 
災害などの緊急時などの意思決定の場合、状況に応じ総合的に判断をするという規定

はあり得ると思います。しかし、今回のように「総合的に判断する」というだけでは、

属人的で恣意的な市民活動自粛要請が今後も発出される可能性があると危惧します。 
 

5. ＜条例に沿った行政指導なのか＞ 
11 月 24 日の回答では 

（１）要請文（協力・お願い）は行政指導（福井県行政手続条例 第２条７）である 
（２）要請文は、条例第 34 条（複数の者を対象とする行政指導）に該当しない 
（３）要請文発出は今回限りである 

  ということでした。 
①（２）について：要請文の宛先は「県庁前交差点で市民活動をされている皆

様へ」と複数になっているのに、該当しないと判断する根拠はなんでしょう

か。 
②条例に該当しない執行はどのような法令や条例に基づいて行われ、何らかの

問題が発生した場合、対処することになっているのでしょうか。 
③（３）について：今回限り（一回だけの行政指導）に関しては条例等のどこ

に規定されているのでしょうか。一回限りの行政指導についても、条例第 34
条が定める「行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行

政上特別の支障がない限り、これを公表」すべきではないかと思いますが、

貴課が住民等からの苦情への対応を行う上でどのようにお考えでしょうか。 
 
真摯なご対応をお願いいたします。 

以上 
 


